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食
品
ロ
ス
削
減
に
向
け
た
国
民
運
動
の
更
な
る
推
進
の
取
組
を
求
め
る
意
見
書 

 

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
九
号
）
が
令
和
元
年
十
月
一
日
に
施
行

さ
れ
て
か
ら
、
国
民
運
動
と
し
て
、
食
品
ロ
ス
削
減
に
関
す
る
普
及
・
啓
発
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。 

一
方
で
、
農
林
水
産
省
が
公
表
し
た
令
和
三
年
度
の
食
品
ロ
ス
量
推
計
値
は
五
百
二
十
三
万
ト
ン
で
、
そ

の
内
訳
は
事
業
系
食
品
ロ
ス
量
が
二
百
七
十
九
万
ト
ン
、
家
庭
系
食
品
ロ
ス
量
が
二
百
四
十
四
万
ト
ン
と
な

っ
て
い
る
。
令
和
四
年
に
世
界
で
飢
餓
に
直
面
し
た
人
は
最
大
約
八
億
人
と
い
う
報
告
が
あ
る
中
で
、
我
が

国
で
は
、
国
連
世
界
食
糧
計
画
（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
）
の
同
年
の
食
料
支
援
量
約
四
百
八
十
万
ト
ン
の
一
・
一
倍
の
量

の
食
品
が
、
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
の
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。 

食
品
ロ
ス
の
削
減
は
、
気
候
変
動
対
策
と
し
て
も
大
変
に
重
要
で
あ
り
、
廃
棄
に
よ
り
直
接
生
じ
る
環
境

影
響
だ
け
で
な
く
、
食
品
の
生
産
過
程
で
投
入
さ
れ
る
天
然
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
、
製
造
・
加
工
・

物
流
・
卸
・
小
売
の
各
段
階
で
投
入
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
な
ど
、
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
は
決
し
て
少

な
く
は
な
い
。 

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
食
品
ロ
ス
削
減
に
向
け
た
国
民
運
動
の
更
な
る
推
進
の
た
め
に
、
誰
も

が
取
り
組
め
る
脱
炭
素
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
特
段
の
取
組
を
行
う
よ
う
強
く
求
め
る
。 

一 

賞
味
期
限
や
消
費
期
限
が
近
い
も
の
か
ら
選
ぶ
「
て
ま
え
ど
り
」
な
ど
の
エ
シ
カ
ル
消
費
の
普
及
啓
発

を
一
層
進
め
る
と
と
も
に
、
食
品
ロ
ス
削
減
を
積
極
的
に
進
め
る
事
業
者
の
評
価
や
支
援
の
強
化
を
図
る

こ
と
。
ま
た
、
地
域
や
事
業
者
の
食
品
ロ
ス
の
計
測
・
公
表
等
の
体
制
を
拡
充
し
実
効
性
を
強
化
す
る
こ

と
。 

二 

使
用
量
や
頻
度
に
合
わ
せ
た
「
小
分
け
包
装
」
の
促
進
、
食
品
自
体
の
鮮
度
の
保
持
や
賞
味
期
限
等
の

延
長
に
つ
な
が
る
容
器
・
包
装
の
改
善
や
工
夫
の
促
進
、
外
食
産
業
に
お
け
る
「
小
分
け
提
供
」
や
「
持

ち
帰
り
」
な
ど
「
食
べ
き
り
」
を
積
極
的
に
進
め
る
取
組
の
促
進
な
ど
、
食
品
ロ
ス
を
防
ぐ
た
め
の
取
組

を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。 

三 

食
品
ロ
ス
防
止
の
た
め
、
子
ど
も
食
堂
、
子
ど
も
宅
食
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
等
へ
の
企
業
等
か
ら
の
在
庫

食
品
の
寄
付
促
進
や
、
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
（
未
利
用
食
品
の
寄
付
運
動
）
等
の
利
活
用
で
、
国
民
運
動
と

し
て
の
取
組
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。 

四 

事
業
系
食
品
ロ
ス
の
削
減
及
び
子
ど
も
食
堂
等
の
支
援
の
た
め
、
商
店
な
ど
か
ら
提
供
さ
れ
た
食
料
品

を
地
域
に
設
置
さ
れ
た
冷
蔵
庫
や
冷
凍
庫
で
保
管
し
随
時
必
要
と
さ
れ
る
住
民
や
団
体
等
に
提
供
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
フ
リ
ッ
ジ
（
公
共
冷
蔵
庫
）
の
設
置
運
営
に
対
す
る
支
援
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
。 

五 

食
に
関
わ
る
事
業
者
と
野
菜
等
の
生
産
者
の
連
携
を
促
し
、
規
格
外
品
や
食
材
の
皮
・
芯
・
種
な
ど
出

荷
や
加
工
の
前
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
食
品
を
出
来
る
限
り
有
効
に
活
用
す
る
商
品
開
発
や
消
費
拡
大
な
ど

に
取
り
組
む
地
方
自
治
体
等
の
事
業
に
対
し
て
、
積
極
的
な
支
援
を
展
開
す
る
こ
と
。 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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